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○苫小牧市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則 

平成１３年３月３０日 

規則第７号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、苫小牧市議会政務活動費の交付に関する条例（平成１３年条例

第１号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（交付申請） 

第２条 条例第４条第５項の規定による申請は、政務活動費交付（追加）申請書（様

式第１号）により、政務活動費の交付日の２０日前までに議長を経由して市長に提

出しなければならない。 

２ 条例第５条第１項の規定により追加して政務活動費の交付を受けるべき事由が

生じた会派の代表者は、速やかに政務活動費交付（追加）申請書を、議長を経由し

て市長に提出しなければならない。 

（返還届） 

第３条 条例第５条第２項若しくは第３項又は条例第９条の規定により政務活動費

を返還すべき事由が生じた会派の代表者（会派が解散したときは、当該解散の時に

会派の代表者であった者。以下同じ。）は、速やかに政務活動費返還届（様式第２

号）を、議長を経由して市長に提出しなければならない。 

（交付額又は返還額の決定） 

第４条 市長は、前２条の規定による申請又は届出があったときは、当該会派につい

て交付又は返還すべき政務活動費の額を決定し、その額を当該会派の代表者に通知

するものとする。 

附 則 

この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２２日規則第５号改正） 

この規則は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年７月３１日規則第１６号改正抄） 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年８月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この規則の施行の際現にこの規則による改正前のそれぞれの規則の様式（次項に

おいて「旧様式」という。）により使用されている書類は、この規則による改正後

のそれぞれの規則の様式によるものとみなす。 

３ この規則の施行の際現に旧様式により作成されている用紙は、当分の間、これを

取り繕って使用することができる。 
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